
○ 大規模な既存集落として市長が指定する集落

（平成１２年４月６日指定） 

（令和４年４月１日一部変更） 

大規模な既存集落として市長が指定する集落は下記のとおりとする。 

記 

次の各項に該当する独立して一体的な日常生活圏を構成している集落であって、農用地区域、

国定公園、保安林、自然公園（普通区域は除く）、史跡、名勝、天然記念物等積極的に保存すべ

き区域を除いた区域。 

１ 当該集落内には、小･中学校、鉄道の駅若しくはバス停留所、日用品店舗等、病院若しくは診

療所のほか、主として当該集落の住民が日常生活上利用する地区集会所、保育所、幼稚園又は

こども園のいずれかが存すること。 

２ 市街化調整区域内において、原則として１８０棟以上の建築物が連たんしていること（以下

「大規模集落」という。）。 

３ 「建築物」及び「連たんしている」は、次の各号の通りとする。 

（１）「建築物」は、延べ面積が３０平方メートル以上のものとする。 

（２）「連たん」は、建築物の敷地間の距離が５５メートル以内で連続していることをいう。 

（３）建築物の数の算定に当たり、同一敷地に複数の棟があるときは、それぞれ算定し、共同

住宅及び長屋にあっては住戸数で算定する。なお、市街化区域にある建築物は、算定する

ことができない。

４ 前項に規定する「原則として１８０棟以上の建築物が連たんしていること」の例外は、次の

各号のいずれかとする。 

（１）４５棟以上１８０棟未満の建築物が連たんして小規模な集落を形成し、その集落の複数

が５５メートルを超え３００メートル以内の距離をもって散在しており、かつ、それぞれ

の小規模な集落内にある建築物の棟数の合計が１８０棟以上の場合は、その集落の複数を

ひとつの大規模集落とする。なお、棟数の合計が１８０棟を超えた場合、５５メートルを

超え３００メートル以内の他の小規模な集落は別の集落として扱う。また、単独で１８０

棟以上の建築物が連たんする大規模集落は別の集落として扱う。 

（２）４５棟以上１８０棟未満の建築物が連たんしている集落が、大規模集落の周辺に存し、

かつ、大規模集落から３００メートル以内の距離にあるものは、当該大規模集落の一部と

みなす。 

５ 当該集落の申請地周辺に係る戸数密度が、当該市街化区域に係る計画戸数密度と同程度（申

請地を含む３ヘクタールの区域内に建築物が１８棟以上あるもの。）であること。 

６ 前項に規定する「３ヘクタールの区域」とは、１辺が１００メートルの正方形の区画が連続

する３区画をいい、「区画が連続する」とは、区画の１辺が隣り合う区画の１辺と一致し連な

ることをいう。なお、３区画の配列の向き及び形態は問わない。 

７ 第５項に規定する「３ヘクタールの区域内に建築物が１８棟以上あるもの」の棟の数の算定

にあたっては工場、学校、病院等大規模な施設（敷地の規模が１ヘクタール以上のもの）があ

るものは、当該敷地については１ヘクタール当たり６棟あるものとみなす。


